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BRAND OFF LIMITED（香港）前代表取締役及び元従業員等に対する 

刑事告訴に関するお知らせ 

 

 

当社グループ会社 BRAND OFF LIMITED（香港）は、昨日 2020 年３月 30日、前 DIRECTOR（前

代表取締役）、元従業員２名及びグループ会社Ｋ－ブランドオフ元従業員２名（以下、「元従

業員等４名」）に対して、香港法に基づき下記の通り２件の刑事告訴を行い受理されましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．刑事告訴の内容（２件） 

① 前 DIRECTOR（前代表取締役）及び元従業員等４名が共謀し、2018 年８月から 2019 年

11 月にかけ、BRAND OFF LIMITED（香港）の卸売取引のうち一部売上金を簿外現金とし、

他に流用していたという不正行為に関する資料が社内調査で見つかったことにより、前

DIRECTOR（前代表取締役）及び元従業員等４名を詐欺などの被疑事実に基づき、香港警

察へ刑事告訴の手続きを行ったもの 

 

 ② 2020 年２月 14日付「調査委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ」で開示した

内容に則り、不正を行った元 BRAND OFF LIMITED（香港）元従業員（１名）に対し香港警

察へ刑事告訴の手続きを行ったもの 

 

２．当社の業績に与える影響について 

上記①についての不正行為は、BRAND OFF LIMITED（香港）が当社グループ会社に入る以

前に行われたものであり、2020年３月期の業績に与える影響は軽微であります。 

②については、2020 年２月 14 日付発表の「2020 年３月期第３四半期決算短信」に損失

約 83百万円を計上済みであります。 

 

以上 


